
船舶事故調査報告書 

令和７年１１月１９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和７年１月２３日 １９時５３分頃 

発生場所 福岡県宗像
むなかた

市大島北方沖 

倉良瀬灯台から真方位２９７°２.３海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３３°５６.２′ 東経１３０°２６.２′） 

事故の概要 油送船光
こう

隆
りゅう

丸及び液化アンモニア運搬船第八昭
しょう

安
あん

丸は共に西進

中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和７年２月３日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 油送船 光隆丸、２,０２５トン 

１４２１６７、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機

構、光隆海運株式会社（Ａ社）、旭タンカー株式会社 

Ｂ 液化アンモニア運搬船 第八昭安丸、４９３トン 

１４１０７１、大一海運株式会社（Ｂ社） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、四級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首外板に塗膜の剝離、左舷船尾外板に凹損及び左舷船尾部

スタンションに曲損 

Ｂ 右舷船尾に擦過傷及び右舷船首ハンドレールに曲損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.７ｍ 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか９人が乗り組み、ガソリン及び軽油をそれぞれ

約１,５００kℓ積載し、福岡県福岡市博多港に向けて大島北東方沖を

針路２４９°（真方位、以下同じ。）、速力（対地速力、以下同じ。）

約１３.０ノット（kn）で自動操舵により西進していた。 

船長Ａは、１９時３０分頃昇橋し、同直の甲板手が昇橋していな

かったので、前直の航海士及び甲板員から単独で船橋当直を引き継い

だ。 

前直の航海士は降橋し、前直の甲板員は、船内巡検があるので、船

橋に残った。 

船長Ａは、目視で船首やや左舷方向に停泊灯を表示して外舷灯を点

灯した停泊船（以下「Ｃ船」という。）を認め、６Ｍレンジで船尾方

に３Ｍオフセンター表示のレーダー画面で約７Ｍの距離があることを

確認した。 



船長Ａは、Ｃ船の見通し上でＡ船から約１Ｍ離れた位置をＢ船が同

航していたが、Ｂ船の船尾灯がＣ船の灯火に紛れていて目視では気付

かず、更にレーダー画面上でＣ船との距離を確認することに意識が向

いていたので、Ｂ船の映像にも気付かなかった。（図１参照） 

図１ Ａ船、Ｂ船及びＣ船の位置関係概略図 

 

船長Ａは、その後、電子海図情報表示装置を確認した際、周囲に航

行の支障となる船舶を認めなかった。 

Ａ船の電子海図情報表示装置は、ＡＩＳ搭載船は自動的に表示され

るが、ＡＩＳ非搭載船はレーダーの衝突防止装置でプロットしなけれ

ば反映されない仕様となっていた。 

船長Ａは、１９時３５分頃に船長Ａと同直の甲板手が遅れて昇橋し

た際、前直の甲板員の船内巡検の教育のため、甲板手を船内巡検に同

行させ、単独で船橋当直に当たっていた。 

船長Ａは、１９時３７分頃、再度、目視、レーダー及び電子海図情

報表示装置を確認したが、Ｂ船に気付くことなく、Ｃ船までの距離か

ら約３０分間は航行の支障となる船舶がいないと判断し、船橋左舷後

方に設置してあるパソコンで気象情報及び海図の確認作業（以下「本

件作業」という。）を開始した。 

船長Ａは、１９時５３分頃、本件作業を終えて前路を確認した際、

船首方至近にＢ船を認め、操舵スタンド前に移動して手動操舵に切り

替えて右舵を取り、機関回転数を下げたものの、Ａ船の左舷船首部と

Ｂ船の右舷船尾部とが衝突した。 

船長Ａは、国際ＶＨＦ無線電話（以下「ＶＨＦ」という。）でＢ船

と連絡をとり、損傷状況等を確認後、本事故の発生を海上保安庁に通

報し、Ａ社に報告した。 

Ａ船は、大島南西約１Ｍ付近まで航行して錨泊し、翌朝、博多港へ

向けて航海を再開した。 

１Ｍ 



Ｂ船は、船長Ｂほか４人が乗り組み、液化アンモニア３４０ＭＴ*1

を搭載して法定灯火を表示し、長崎県松浦市松浦港に向けて大島北東

方沖を針路２６４°、約１１.０kn の速力で自動操舵により西進して

いた。 

船長Ｂは、１９時３０分頃、右舷船尾方約１Ｍに同航するＡ船を

レーダーで認め、Ｂ船よりも速い速力であったので、Ａ船がＢ船の右

舷側を追い越すと思い、動静監視を続けた。 

船長Ｂは、１９時４９分頃、Ａ船がＢ船の船尾方約１００ｍに接近

したので、Ａ船がＢ船の左舷側を追い越すことにしたのか疑問に思い

ながら、注意喚起の目的で通路灯及び作業灯を点灯し、追い越される

船として針路及び速力を保持していたところ、Ａ船とＢ船とが衝突し

た。 

船長Ｂは、Ｂ船の損傷状況等を確認後、本事故の発生を海上保安庁

に通報し、Ｂ社に報告した。 

Ｂ船は、本事故発生場所付近で漂泊後、松浦港に向けて航行を再開

した。 

Ｂ船は、ＡＩＳを搭載していなかった。 

分析 Ａ船は、自動操舵により西進中、船長Ａが、船首方を同航していた

Ｂ船に気付かず、船橋左舷後方で本件作業を始め、見張りを適切に

行っていなかったことから、Ｂ船に気付くのが遅れ、Ｂ船と衝突した

ものと考えられる。 

船長Ａは、目視によりＣ船を認めた際、Ｂ船の船尾灯がＣ船の舷灯

に紛れていたことから、船首方を同航していたＢ船に気付かなかった

ものと考えられる。 

船長Ａは、レーダーを確認した際、Ｃ船との距離を確認することに

意識が向いていたことから、Ｂ船のレーダー映像に気付かなかったも

のと考えられる。 

 Ｂ船は、自動操舵により西進中、船長Ｂが、Ｂ船よりも速いＡ船が

Ｂ船の船尾方約１００ｍに接近するのを認めた際、Ａ船がＢ船を避け

て追い越すものと思い、針路及び速力を保持したことから、Ａ船と衝

突したものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、Ａ船及びＢ船が共に西進中、船長Ａが、見張りを

適切に行っていなかったため、船首方を同航していたＢ船に気付か

ず、また、船長Ｂが、Ａ船がＢ船を避けて追い越すものと思い、針路

及び速力を保持したため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 Ａ社は、本事故後、乗組員に対して次の内容を周知し、適切な見張

りを遵守するよう教育を実施した。 

・航海当直者は、周囲の状況及び他船との衝突のおそれについて、

 
*1 ＭＴ（メトリックトン）とは、メートル法での質量の単位１ＭＴ＝１,０００㎏をいう。 



当直中は、常時、視覚、聴覚及びその時の状況に適した他の全て

の手段により適切な見張りを実施すること。 

・船長等は、部員が見張りから離れた際、部員が見張りに戻るまで

見張りを中断することなく、航海計器を適切に使用して見張りを

継続すること。 

・航海当直者は、ＡＩＳ非搭載の船舶に対して危険水域（有視界状

態：２Ｍ、視界制限状態：４Ｍ）に接近する前に自船との見合い

関係に関わらずレーダープロッティングし、相手船との最接近距

離を確認すること。 

Ｂ社は、本事故後、乗組員に対して次の内容を徹底するよう指導し

た。 

・相手船の動静に疑義が生じた時点で、速やかにＶＨＦによる意思

確認や汽笛、発光信号等を行い、相手船に自船の存在が伝わるよ

う繰り返し注意喚起を行うこと。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船橋当直者は、見張りに専念し、常時、レーダーレンジを適宜変

えながら、見落としがないように監視する等、周囲の見張りを適

切に行うこと。 

・船橋当直者は、衝突のおそれがある場合には、ＶＨＦを使用して

相手船の操船意図を確認する等、適切に衝突を避けるためのコ

ミュニケーションをとること。 

・船橋当直者は、他船が自船に気付かずに航行している場合がある

ので、他船の動静に疑義が生じた場合、予断を持たず、他船に対

して音響信号等による注意喚起を行うとともに、衝突を回避する

ための措置を早期に採ること。 

・船舶所有者は、法令によりＡＩＳ搭載が求められていない船舶で

あっても、自船の位置を知らせることができるＡＩＳを搭載する

ことが望ましい。 

 


